
県
で
は
、
栃
木
県
貸
切
タ
ク
シ
ー
活

用
お
で
か
け
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
促
進
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

１
回
１
万
円
以
上
の
利
用
で
貸
切
タ

ク
シ
ー（
時
間
制
運
賃
）が
半
額
で
利
用

で
き
ま
す（
助
成
金
額
の
上
限
３
万
円
）。

▼
期
　
間　

令
和
３
年
２
月
28
日
ま
で

▼
利
用
条
件

〇
県
在
住
の
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
、
ま
た
は
障
害
者
手

帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
知
的
障
害

者
の
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か
）
を
お
持
ち

の
方
が
、
１
台
に
１
人
以
上
乗
車
す

る
こ
と

〇
県
内
観
光
や
買
物
を
目
的
と
す
る
も

の
で
、
通
院
、
通
勤
お
よ
び
通
学
を

目
的
と
し
た
利
用
で
は
な
い
こ
と

〇
乗
車
地
・
降
車
地
お
よ
び
主
た
る
目

的
地
が
県
内
で
あ
る
こ
と

▼
利
用
方
法　

取
扱
事
業
者
に
直
接
電

話
等
で
申
込
み

※
取
扱
事
業
者
は
、
栃
木
県
タ
ク
シ
ー

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w.

tochigiken-taxi.or.jp/

）
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
　

（
一
社
）
栃
木
県
タ
ク
シ
ー
協
会　

☎
０
２
８
‐
６
５
８
‐
２
４
１
１

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

県
で
は
、
ご
み
処
理
施
設
の
見
学
を

希
望
す
る
方
の
希
望
に
合
わ
せ
て
、
見

学
先
の
提
案
や
調
整
、
見
学
先
で
の
エ

ス
コ
ー
ト
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
　
象　

県
内
に
所
在
す
る
事
業
所
、

団
体
な
ど
（
小
学
４
年
生
以
上
。
小

学
生
に
は
引
率
者
が
必
要
）

▼
定
　
員　

毎
月
５
組
（
先
着
順
）

▼
参
加
費　

無
料

※
現
地
集
合
・
解
散
と
、
各
自
傷
害
保

険
等
の
加
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間　

12
月
25
日
㈮
ま
で

※
見
学
希
望
日
の
30
日
前
ま
で
に
申
込

み
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法　

郵
送
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
子
メ
ー
ル

▼
申
込
み
・
問
合
せ

県
環
境
森
林
部
廃
棄
物
対
策
課

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
３
２
２
８

Fax
０
２
８
‐
６
２
３
‐
３
１
１
３

〒
３
２
０
‐
８
５
０
１　

宇
都
宮
市
塙
田
１
‐
１
‐
20

　

hai-tai@pref.tochigi.lg.jp

※
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

那
須
ま
ち
づ
く
り
広
場

①
書
道
教
室

▼
日
　
程　

10
月
23
日
㈮
、
11
月
13
日
㈮ 

（
毎
月
第
２
・
４
金
曜
日
）

▼
時
　
間　

午
前
10
時
〜
正
午

▼
参
加
費　

１
千
円

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

那
須
ま
ち
づ
く

り
広
場　

☎
74 

３
４
３
４

②
表
現
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
楽
校
（
が
っ

こ
う
）
生
徒
た
ち
の
作
品
展
　

▼
会
　
期　

10
月
26
日
㈪
ま
で

▼
時
　
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▼
問
合
せ　

那
須
ま
ち
づ
く
り
広
場　

☎
74 

３
４
３
４

③
那
須
広
場
塾
〜
自
立
と
共
生
の
地
域

を
つ
く
る
（
キ
ッ
ク
オ
フ
）
〜

▼
日
　
時　

10
月
20
日
㈫
午
前
９
時
30

分
〜
11
時
30
分

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

鏑
木

☎
０
９
０
‐
６
１
１
４
‐
３
５
９
５

④
「
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
」
朗

読
コ
ン
サ
ー
ト
〝
沈
黙
の
春
〞
の
レ
イ

チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
最
期
に
書
い
た

作
品
の
朗
読
を
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
の
名
曲

と
共
に

▼
日
　
時　

11
月
13
日
㈮
午
後
１
時
〜

２
時
30
分

▼
参
加
費　

１
千
円
（
お
茶
代
）　

▼
主
　
催　

セ
ン
ス
オ
ブ
ワ
ン
ダ
ー
を

語
る
会

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

藤
村
百
合
子　

☎
０
７
０
‐
８
３
７
７
‐
３
７
９
９

※自主財源の確保と地元企業等のイメージアップや地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

10月は全国不正軽油撲滅強化月間です
不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽油代替燃料として灯油や重油を混和する等して使用

するものです。知事の承認を受けずに自動車の燃料として灯油や重油などを使用すると、罰則の適用
を受けることがあります。不正軽油に関わった者は、全て罰則の対象になります。不正軽油に関する
情報は、「不正軽油１１０番」または、栃木県不正軽油１１０番ウェブサイト内「不正軽油１１０番
情報提供フォーム」にお寄せください。
■問合せ　栃木県税事務所軽油引取税調査担当（不正軽油１１０番）　☎０２８２‐２３‐３８６２

貸
し
切
り
タ
ク
シ
ー
で

お
で
か
け
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

ご
み
処
理
施
設
を

見
学
し
て
み
よ
う
！
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